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◇ 令和５年度まちづくり推進事業が決定しました 

 令和３年度を初年度とする「甲州市過疎地域持続的発展計画」が策定され、

この計画を受けて「甲州市過疎地域活性化対策事業補助金交付要綱」が定め

られました。 

 この要綱は、過疎地域の日常生活機能の確保地域文化の保存、伝承等の課

題について住民団体が主体的・自主的に取り組む活動を支援し、過疎地域の

持続的発展と活性化を図ることを目的とするもので、大和まちづくり推進会

が住民団体として対象となっています。 

 令和５年度の事業が次のように決定したのでお知らせします。５事業で予

算総額は１０７万円です。このうち、市補助金を１００万円予定しています。 

 令和６年度も市補助金が１００万円予定されていますが、ソフト事業が主

となります。４月以降に補助金申請の説明会を実施します。各区及び各活動

団体におかれましては、申請について協議して頂き事業計画を決め、申請し

て頂きますよう宜しくお願い致します。尚、申請事業の総額が１００万円を

超えた場合は事務局が事業計画等を確認させて頂き優先順位を決めさせて頂

きます。 

 

【事業内容】 

◎ 古部区では集落センターを利用し、地区行事を対象とし、区民の健康増

進・親睦を図る事を目的として区民が集まる集落センターのトイレ改修

を行う。 

 ◎ 丸林区では地域住民が守り続けてきた伝統を絶やすことなく次世代に

繋げて行く為、諏訪神社登り旗の購入を行う。 

 ◎ 公民館活性化事業 

 ◎ 大和の魅力ＰＲ活動 

 ◎ ビューティフル大和事業 
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